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　市の財政状況をよりよく理解していただくため、統一的な基準に基づいて、４つの財務書類を作成しました。

① 貸借対照表（バランスシート）
　貸借対照表は会計年度末時点において市の資産と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で
賄ってきたかを一目で分かるようにしたものです。左側に資産を表示し、右側に負債および資産と
負債の差額である純資産を表示しています。

④ 資金収支計算書
　現金の流れを示すものです。その収支を性質に
応じて区分して表示することで、市がどのような
活動に資金を必要としているかを表示しています。

③ 純資産変動計算書
　市の純資産（資産から負債を引いた残り）が
年度内にどのように増減したかを明らかにする
ものです。総額としての純資産の変動に加え、
それがどのような財源や要因で増減したかの
情報を表示しています。

市の資産と負債の状況
①住民１人当たりの資産と負債残高
　　　資産　168万円　　負債　60万円
　（平成31年3月31日現在人口　51,625人）

②純資産比率　　64.4%
　　（今までの世代で負担済分）
　社会資本に対する、現在までの世代がすでに負担してい
る割合（社会資本形成の世代間比率）【純資産／総資産】

③資産老朽化比率　　56.0%
　　（資産の老朽割合）
　償却資産の耐用年数に対して、取得からどの程度経過し
ているか把握する割合【減価償却累計額／取得価額】
　　償却資産取得価額等：　1117億9907万円
　　減価償却累計額：　　　625億9431万円

② 行政コスト計算書
　市の経常的な活動に伴うコストと使用料・手数
料等の収入を示すものです。従来の官庁会計では
捕捉できなかった減価償却費など非現金コストに
ついても計上しています。経常費用合計から経常
収益合計を差引いたものが当該年度の純経常行政
コストとなります。

平成３０年度末の全体財務書類

山武水道からのお知らせ　◆令和２年度予算の概要
令和２年２月20日に開催された山武郡市広域水道企業団議会２月定例会において、令和２年度の予算が承認されました。
水道事業会計の予算は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用およびその財源についての「収益的収支」と、水道施設を整備・改

良するために必要な費用およびその財源についての「資本的収支」から成り立っております。
令和２年度については、「中長期経

営プラン2016」に掲げた基本理念で
ある「次世代へつなぐ強靭で安心な水
道」の実現に向け、水道施設の維持管
理・更新や、危機管理の強化として
耐震化対策・停電対策など、計画に
掲げた事業を着実に推進し、安全で
安心な水道水の安定供給に努めてま
いります。
T　山武郡市広域水道企業団
　企画財政課　☎0475（55）7852

収 入
53億36万円

支 出
48億1,308万円

水道料金

41億600万円 県補助金
3億61万円

市町補助金
3億2,556万円

その他
1億9,401万円

受水費
（九十九里地域水道企業団から
　　　　　浄水を購入する費用）

（固定資産価値の減少分を費用化するもの）
（施設を整備・改良するための費用）28億8,351万円減価償却費

10億2,109万円

人件費
3億3,505万円

その他
5億7,343万円

収支差引
4億8,728万円

長期前受金戻入
3億7,418万円 収 入

4億5,864万円

支 出
24億5,018万円

国庫補助金
1億5,378万円

企業債
2億4,503万円

企業債償還金
8,274万円

建設改良費

23億6,744万円

収支差引
（不足額）

19億9,154万円

工事負担金
(水道管の移設等の費用を依頼者

収支差引（不足額）に
ついては減価償却費等の
　　留保資金で補てん
　　　します。（お客様からいただく料金） に負担していただくもの)

5,983万円

資本的収支収益的収支 （事業の管理・運営にかかわる収支です。） （施設の整備・改良にかかわる収支です。）

前年度末資金残高（繰越金） 30億8313万円
本年度資金収支額 △1億9916万円

1 業務活動収支
税収、国県等補助金、人件費など 30億825万円

2
投資活動収支
公共施設等整備費支出、国県等補
助金など

△18億2326万円

3 財務活動収支
地方債等発行、償還など △13億8415万円

本年度末歳計外現金残高（預り金） 1億5440万円
本年度末資金残高（来年度繰越金） 30億3837万円

前年度末純資産残高 551億8615万円

本年度変動高 6億5571万円

　△純行政コスト △277億1902万円

　財源
　（市税、地方交付税、
　国・県補助金）

283億2843万円

　資産形成への充当 3802万円
　その他 828万円
本年度末純資産残高 558億4186万円

資産の部（これまで積み上げてきた資産） 負債の部（将来世代が負担する金額）

１
固
定
資
産

（1）事業用資産
庁舎、学校、こども園、体育館、
公民館、市営住宅など

288億1581万円 １
固
定
負
債

（1）地方債 216億1827万円

（2）退職手当引当金 38億8031万円

（2）インフラ資産
道路、公園、橋梁、上水道など 297億7217万円

（3）その他の固定負債 20億7491万円

２
流
動
負
債

（1）賞与等引当金 2億6982万円
（3）物品、ソフトウェアなど 7億2336万円

（2）その他の流動負債 30億7524万円
（4）投資その他の資産 163億8591万円

負債合計 309億1856万円
２
流
動
資
産

（1）現金預金 30億3837万円 純資産の部（現在までの世代が負担した金額）

（2）基金、未収金など 80億2480万円 純資産合計 558億4186万円

資産合計 867億6042万円 負債および純資産合計 867億6042万円

経常費用 288億6364万円
人件費
人件費、退職手当引当金繰入など 41億883万円

物件費等
物件費、減価償却費、維持補修費など 60億5494万円

その他の業務費用
支払利息など 5億4933万円

移転費用
補助金等、社会保障給付、他会計への支出など 181億5054万円

経常収益 11億6698万円
純経常行政コスト

（経常費用－経常収益） 276億9666万円

臨時損失　災害復旧費など 2620万円
臨時利益　資産売却益など 384万円
純行政コスト

（純経常行政コスト＋臨時損失－臨時利益） 277億1902万円

※表中、表示単位未満は四捨五入のため合計が一致しない場合があります。
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区長自治会長さんを紹介 （敬称略）

T　市民課　☎0475（80）1271
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令和２年度 地域と行政の橋渡し役
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第
一
自
治
会

鈴
木　
　
成

谷
之
台
自
治
会

伊
藤　
　
仁
あ
お
ば
台
団
地
自
治
会

佐
野　
隆
雄
美
杉
野
四
丁
目
自
治
会

根
岸　
博
一
美
杉
野
２
丁
目
自
治
会

筒
井　
伸
二
東
神
野
地
区
自
治
会
連
絡
会

蓮
沼
地
区　
　

竹
原　
正
男

上
谷

中
村　
和
則

殿
台

押
尾　
俊
彦

川
面

川
島　
徹
生

十
二
区

橋
本　
昌
宏

上
川
下

佐
野　
修
一

東
川
下

伊
藤　
進
一

南
川
下

川
島　
正
一

東
殿
下

川
﨑　
和
彦

西
殿
下

伊
藤　
和
男

南
殿
下

伊
藤　
茂
喜

北
殿
下

善
塔　
稔
宣

中
殿
下

小
川　
秀
廣

中
下

秋
葉　
　

中
根

石
橋　
輝
男

西
岡

秋
葉　
秀
明

西
浜

片
山　
芳
久

南
八
区

茂
木　
　
彰

南
九
区

秋
葉　
　
收

南
浜
北

小
川　
孝
造

南
浜
南

小
川
雄
三
郎

南
浜
中

伊
藤　
千
秋

平

松
尾
地
区　
　

竹
内　
嘉
和

山
室

古
川　
幸
男

引
越

古
谷　
恒
喜

谷
津

五
木
田　
誠

古
和

髙
宮　
　
孝

金
尾

大
橋　
謙
治

小
川

布
施　
　
光

上
大
蔵

並
木　
　
寿

下
大
蔵

大
網　
光
雄

遠
久
田

鈴
木　
光
夫

蕪
木

増
田　
正
幸

押
辺

林　
　
義
信

新
堀

太
田　
和
彦

長
谷

美
濃
輪
英
明

第
四

伊
東　
　
剛

琴
平

尾
﨑
喜
久
夫

八
重
田

佐
瀬　
泰
徳

生
子
宿

澁
谷　
秀
一

猿
尾

浅
野　
　
浩

五
反
田

中
山　
　
勝

祝
田

石
橋　
利
博

本
水
深

久
保
田　
彰

田
越

水
口　
辰
男

大
堤

金
杉　
勝
士

寿
町

羽
賀　
彦
和

松
尾

實
川
新
次
郎

市
営
住
宅

鈴
木　
祥
映

広
根

小
川　
桂
三

下
野

秋
葉　

宏
折
戸

渡
邉　
克
己

下
之
郷

野
中　
貴
之
借
毛
本
郷
六
区
新
田

今
関　
利
則

借
毛
本
郷
六
区
大
日

今
関　
文
男

借
毛
本
郷
七
区

髙
宮　
信
和

借
毛
本
郷
八
区

神
尾　
宏
之

六
軒
屋

伊
藤　
正
一

高
富
東

深
澤　
　
誠

高
富
西

佐
瀨　
啓
二

本
柏
上

鈴
木　
満
文

本
柏
下

鈴
木　
康
和

木
刀

越
川　
貢
一

野
中

川
島　
　
尊

下
武
射

鈴
木　
邦
治

中
里
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行政からの
お知らせ

information

特
定
健
康
診
査
、
胃
が
ん
・
大
腸

が
ん
検
診
、
肺
が
ん
・
結
核
検
診

等
集
団
健
診
を
延
期
し
ま
す

例
年
６
～
８
月
に
実
施
し
て
い
ま
す

特
定
健
康
診
査
、
胃
が
ん
・
大
腸
が
ん

検
診
、
肺
が
ん
・
結
核
検
診
等
集
団
健

診
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、
延
期
し
ま
す（
時

期
は
未
定
・
状
況
に
よ
り
中
止
）。

日
程
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
広
報
さ

ん
む
お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

ま
た
、
特
定
健
康
診
査
、
後
期
高
齢

者
健
康
診
査
の
対
象
の
方
、
昨
年
度
に

胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
、
肺
が
ん
・
結
核

検
診
を
受
診
し
た
方
に
は
、
日
程
が
決

ま
り
次
第
、
受
診
票
を
郵
送
し
ま
す
。

◆
健
診
の
種
類

　
特
定
健
康
診
査

　
後
期
高
齢
者
健
康
診
査

T　
国
保
年
金
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
３

胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
検
診

肺
が
ん
・
結
核
検
診

前
立
腺
が
ん
検
診

肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
検
診

成
人
歯
科
健
診

T　
健
康
支
援
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
１

乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
個
別
検
診

市
が
委
託
す
る
医
療
機
関
に
お
い
て

乳
が
ん
検
診
、
子
宮
が
ん
検
診
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
個
人
で
受
診
す
る
よ
り
お

得
で
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　
乳
が
ん
検
診
＝
30
歳
以
上
の
女
性

　
子
宮
が
ん
検
診
＝
20
歳
以
上
の
女
性

※
対
象
年
齢
は
令
和
3
年
3
月
31
日
時

点
の
年
齢
で
判
断
し
ま
す
。

　
　
な
お
、
同
一
年
度
内
に
集
団
検
診

受
診
済
み
の
方
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

負
担
金

乳
が
ん
検
診

　
超
音
波（
30
歳
代
お
よ
び
50
歳
代
）

 
 

１
８
０
０
円

　
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ（
40
歳
代
お
よ
び
60
歳
以
上
）

 

２
１
０
０
円

子
宮
が
ん
検
診

　
頸
部
細
胞
診 
２
１
０
０
円

申
込
方
法　
健
康
支
援
課
へ
電
話
ま
た

は
来
所
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
受
診
券
を
発
行
し
ま
す
。

受
診
期
限　
令
和
3
年
2
月
28
日
㈰

※
受
診
可
能
な
医
療
機
関
、
診
察
日
等

に
つ
い
て
は
健
康
支
援
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

T　
健
康
支
援
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
１

⓾
月
１
日
～

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期

 

予
防
接
種
が
は
じ
ま
り
ま
す

こ
の
予
防
接
種
は
、
乳
児
の
ロ
タ
ウ

イ
ル
ス
感
染
に
よ
る
胃
腸
炎
や
脳
炎
な

ど
の
重
い
合
併
症
を
予
防
す
る
た
め
の

ワ
ク
チ
ン
で
、
乳
児
専
用
の
飲
む
ワ
ク

チ
ン
で
す
。

対
象
者　
令
和
２
年
８
月
１
日
以
後
に

生
ま
れ
た
乳
児

接
種
時
期
と
回
数

生
後
６
週
後
か
ら
は
じ
め
ら
れ
ま

す
。
ワ
ク
チ
ン
は
２
種
類
あ
り
、
種
類

に
よ
っ
て
、
２
回
ま
た
は
３
回
の
経
口

投
与
に
な
り
ま
す
。

費
用　
公
費（
無
料
）

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い

T　
健
康
支
援
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
２

国
民
健
康
保
険

 

被
保
険
者
証
の
更
新

山
武
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が

お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
で
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証

は
７
月
中
旬
に
郵
送
※
し
ま
す
。

※
簡
易
書
留
で
の
郵
送
の
た
め
、
配
達
時
に

不
在
の
場
合
は
お
届
け
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

不
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

は
、
市
役
所
の
窓
口
で
更
新
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
６
月
30
日
㈫
ま
で

に
国
保
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

T　
国
保
年
金
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
３

山
武
市
保
健
事
業
案
内
の

 

一
部
訂
正

令
和
２
年
度
山
武
市
保
健
事
業
案
内

の
子
宮
頸
が
ん
の
予
防
接
種
を
実
施
し

て
い
る
市
内
医
療
機
関
に
一
部
掲
載
漏

れ
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正

し
ま
す
。

今
年
度
、
子
宮
頸
が
ん
の
予
防
接
種

を
実
施
し
て
い
る
市
内
医
療
機
関
は
次

の
と
お
り
で
す
。

よ
し
み
医
院

睦
岡
ク
リ
ニ
ッ
ク

あ
き
ば
伝
統
医
学
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
崎
医
院

花
城
医
院

松
尾
ク
リ
ニ
ッ
ク

さ
ん
む
医
療
セ
ン
タ
ー

吉
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
井
医
院

T　
健
康
支
援
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
２

　健康・福
祉
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６
月
４
～
⓾
日
は

 

「
歯
と
口
の
健
康
週
間
」で
す

標
語

　
「
咲
か
そ
う
よ　
笑
顔
の
花
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
歯
み
が
き
で
」

昨
年
、
市
は
台
風
、
大
雨
に
よ
る
災

害
を
受
け
ま
し
た
。
突
然
、
災
害
が
起

き
て
し
ま
っ
た
場
合
、
避
難
所
で
の
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
避
難
生
活
が
長
引
く
と
、
水
不
足

か
ら
、
歯
磨
き
や
う
が
い
、
入
れ
歯
の

手
入
れ
を
十
分
に
行
え
な
く
な
る
こ
と

で
口
内
の
環
境
が
悪
化
し
た
り
し
ま

す
。
ま
た
、
ト
イ
レ
の
問
題
か
ら
水
分

摂
取
を
控
え
る
こ
と
で
口
の
中
が
乾
燥

す
る
な
ど
、
口
の
健
康
維
持
が
困
難
に

な
り
が
ち
で
す
。
災
害
時
は
、
ま
ず
命

に
か
か
わ
る
救
命
救
急
へ
の
対
応
が
優

先
さ
れ
ま
す
が
、
特
に
高
齢
者
は
歯
磨

き
な
ど
の
口
の
中
を
き
れ
い
に
す
る
ケ

ア（
口
腔
ケ
ア
）が「
命
を
守
る
」こ
と
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
災
害
時
だ
か
ら
こ

そ
口
腔
ケ
ア
も
必
要
で
す
。

も
し
も
の
と
き
に
備
え
て
、
災
害
時

の
ケ
ア
の
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

◆
水
が
不
足
し
て
い
る
と
き

①
う
が
い
の
水
は
少
量
ず
つ
口
に
含

み
、
数
回
に
分
け
て
う
が
い
を
し
ま

し
ょ
う
。

②
食
後
の
お
茶
を
代
用
す
る
こ
と
も
お

す
す
め
で
す
。

③
デ
ン
タ
ル
リ
ン
ス（
う
が
い
液
）を
使

う
と
殺
菌
効
果
が
高
ま
り
ま
す
。

◆
歯
ブ
ラ
シ
が
な
い
と
き

①
ハ
ン
カ
チ
や
ガ
ー
ゼ
、
タ
オ
ル
な
ど

を
指
に
巻
き
付
け
、
歯
や
入
れ
歯
に

つ
い
た
汚
れ
を
取
り
ま
し
ょ
う
。

②
唾
液
は
口
の
中
の
汚
れ
を
洗
い
流
す

効
果
が
あ
り
ま
す
。
ガ
ム
を
噛
ん
だ

り
、
食
事
を
よ
く
噛
ん
で
食
べ
る
こ

と
で
唾
液
を
た
く
さ
ん
出
す
こ
と
も

大
切
で
す
。

◆
非
常
用
持
出
袋
に
入
れ
て
お
き
た
い

ケ
ア
用
品

災
害
が
発
生
し
た
直
後
は
、
口
腔
ケ

ア
用
品
が
不
足
し
ま
す
。
非
常
用
持
出

袋
に
口
の
ケ
ア
に
必
要
な
も
の
を
入
れ

て
お
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
例
）
歯
ブ
ラ
シ
、
コ
ッ
プ
、
デ
ン
タ

ル
フ
ロ
ス
、
歯
間
ブ
ラ
シ
、
デ
ン
タ
ル

リ
ン
ス（
う
が
い
液
）、入
れ
歯
洗
浄
剤
、

入
れ
歯
保
管
ケ
ー
ス
等
。

口
内
の
健
康
管
理
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
理
解
し
、
可
能
な
限
り
災
害
時
に

お
口
の
ケ
ア
が
行
え
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
日
頃
か
ら
健
康
な
歯
を
維
持

す
る
た
め
に
、
定
期
的
に
歯
科
医
院
を

受
診
し
ま
し
ょ
う
。

T　
健
康
支
援
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
２

第
11
回
戦
没
者
等
特
別
弔
慰
金

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰
金

を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族

で
、
令
和
２
年
４
月
１
日（
基
準
日
）に

お
い
て「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」

や「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
遺
族
年
金
」等
を
受
け
る
方（
戦

没
者
等
の
妻
や
父
母
）が
い
な
い
場
合

に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺

族
お
一
人
に
支
給
。

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
㋐
父
母
㋑
孫
㋒
祖
父
母 

㋓
兄
弟
姉
妹（
戦
没
者
等
の
死
亡
当

時
、
生
計
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と

等
の
要
件
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替

わ
り
ま
す
）

④
①
～
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親
等

内
の
遺
族（
甥
・
姪
等
で
戦
没
者
等
の

死
亡
当
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
の

生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
る
）

支
給
内
容　
額
面
25
万
円
、
５
年
償
還

の
記
名
国
債

請
求
期
間　
４
月
１
日
～
令
和
５
年
３

月
31
日

 （
期
間
を
過
ぎ
る
と
請
求
で
き
な
く

な
り
ま
す
）

T　
社
会
福
祉
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
１
２

介
護
職
員
初
任
者
研
修（
旧
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
２
級
）受
講
費
用
を
助
成

質
の
高
い
介
護
人
材
の
確
保
を
図
る

た
め
、
介
護
職
員
初
任
者
研
修
を
修
了

し
、
市
内
の
介
護
施
設
等
に
就
業
し
て

い
る
方
に
対
し
、
受
講
に
要
し
た
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者　
申
請
日
に
お
い
て
次
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
方

①
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
に
初
任
者

研
修
を
修
了
し
て
い
る
方

②
市
内
の
介
護
施
設
等
に
３
カ
月
以
上

継
続
し
て
勤
務
し
て
い
る
こ
と

③
住
所
を
有
す
る
市
町
村
の
課
す
る
市

町
村
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

助
成
額　
受
講
費
用
の
２
分
の
１（
千

円
未
満
切
り
捨
て
）※
上
限
５
万
円

　
　
た
だ
し
、
公
的
制
度
を
受
け
て
い

る
場
合
は
そ
の
額
を
除
く
。

募
集
人
数　
先
着
５
人

申
込
期
間　
６
月
１
日
㈪
～

※
申
し
込
み
方
法
等
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

T　
高
齢
者
福
祉
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
４
１
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行政からの
お知らせ

information

楽
器
や
教
材
費
が

 

寄
贈
さ
れ
ま
し
た

一
般
財
団
法
人
藤
本
武
弘
育
英
会
か

ら
教
育
支
援
活
動
の
一
環
と
し
て
、
市

内
の
中
学
校
全
５
校
に
対
し
総
額
１
０

7
万
円
相
当
の
楽
器
や
教
材
費
等
の
寄

贈
が
あ
り
ま
し
た
。
市
内
の
教
育
活
動

に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

T　
学
校
教
育
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
４
４
２

夏
休
み
期
間
の
学
童
ク
ラ
ブ
の

 

利
用
申
し
込
み

申
込
期
間　
６
月
８
日
㈪
～
26
日
㈮

書
類
の
配
布
お
よ
び
提
出
場
所

子
育
て
支
援
課
ま
た
は
利
用
希
望
の

学
童
ク
ラ
ブ
と
な
り
ま
す（
申
請
書
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
）。

※
学
童
ク
ラ
ブ
ご
と
に
定
員
が
あ
り
ま

す
の
で
、
希
望
す
る
学
童
ク
ラ
ブ
を

利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
成
東
・
松
尾
・
大
平
学
童
ク
ラ
ブ
の

利
用
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
指
定

管
理
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
直
接
学

童
ク
ラ
ブ
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

H http://w
w

w
.city.sam

m
u.lg.jp/

page/ page001372.html

T　
子
育
て
支
援
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
３
１

災
害
義
援
金
の

 

配
分
等
に
関
す
る
お
知
ら
せ

令
和
元
年
の
台
風
15
号
、
19
号
お
よ

び
10
月
25
日
の
大
雨
に
よ
り
被
災
さ
れ

た
方
に
対
し
、
県
内
外
の
皆
さ
ん
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
災
害
義
援
金
を
配
分
し
て

い
ま
す
。

罹
災
証
明
書
の
判
定
を
も
と
に
、
対

象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
通
知
を
随
時
郵

送
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
申
請
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め
に
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

マイナポイントでお買い物ができます‼
還元率は25%、最大２万円に対して5000円分のポイントがもらえます
９月から、マイナンバーカードを取得し、マイキー IDの設定をされた方が、対応する民間のキャッシュレスサービス
（ＱＲコード決済や電子マネー）で前払い（入金）やお支払いをすると、国からマイナポイントによる還元が受けられ
ます。マイナポイントはキャッシュレス決済やオンラインショップでの買い物に利用できます。
◆マイナポイントをもらうには、マイナンバーカードの取得とマイキーＩＤの設定が必要です。

　マイナポイントの取得には、マイナンバーカードが
必要です。通知カードに同封された交付申請書をお持
ちであれば、郵送やインターネットでもマイナンバー
カードの申請が可能です。交付申請書をお持ちでない
場合は、市民課へお問い合わせください。
　マイナポイント制度が導入されると、マイナンバー
カードの発行に時間がかかることが予想されますので、
お早めに申請してください。

◎マイキーＩＤ設定支援（要予約）
日　時　月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前９時～午後4時30分
場　所　市民課
持 ってくるもの　マイナンバーカード（手続きには、
ナンバーカード交付時に設定した４桁の暗証番号
が必要です）。

T　市民課　☎0475（77）8110

　お好きなキャッシュレス決済サービスを1つ選択します。
※�買い物にはマイナンバーカードやマイナンバー（個人
番号）は利用しません。

　申し込み時に選択した決済サービスでチャージまたは
購入すると、決済事業者からポイントが付与されます。

　マイナンバーカード取得後は、公的個人認証サービス
対応のスマートフォンやカードリーダーを接続したパソ
コンでマイキーＩＤの設定が必要です。
　ご自宅などで簡単に設定できますが、設定ができない
方は、市民課で設定支援を行っていますので、ご相談く
ださい。

マイナちゃん マイキーくん

育
教・
て
育
子

１．マイナンバーカードの申請・取得 ３．マイナポイントの申し込み（7月~［予定］）

4．買い物でマイナポイントを取得する（9月~令和3年3月［予定］）

２．マイキーＩＤの設定

暮
ら
し・環
境

対象となる方および配分金額
区　分

（罹災証明書の判定）
配分額

千葉県 山武市
全壊
（半壊解体、敷地
被害解体を含む）

30万円 ３万円

半壊
（大規模半壊を含む） 15万円 1.5万円

床上浸水 ３万円 3000円
一部損壊 １万円 1000円
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農
作
物
へ
の
病
害
虫
の
蔓
延
防

止
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

農
林
水
産
省
植
物
防
疫
所
で
は
、
さ

つ
ま
い
も
な
ど
の
農
作
物
に
大
き
な
被

害
を
与
え
る
病
害
虫
が
発
生
し
て
い
る

沖
縄
・
奄
美
・
小
笠
原
な
ど
の
地
域
か

ら
、
こ
れ
ら
の
病
害
虫
や
そ
の
植
物
等

が
持
ち
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、

持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

空
港
や
港
の
植
物
検
疫
カ
ウ
ン
タ
ー
に

お
い
て
取
り
締
ま
り
を
行
っ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

T　
横
浜
植
物
防
疫
所
千
葉
出
張
所

 

☎
０
４
３（
２
４
２
）８
４
０
１

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

電
車
内
に
お
け
る
痴
漢
対
策 
 

 

強
化
期
間
の
実
施

～
女
性
の
敵
は
許
し
ま
せ
ん
！
～

県
警
で
は
、
女
性
警
察
官
等
を
中
心

に
、
女
性
に
よ
る
女
性
の
た
め
の
犯
罪

抑
止
チ
ー
ム「
よ
く
し
隊
レ
デ
ィ〈
あ
お

ぼ
ー
し
〉」を
結
成
し
て
い
ま
す
。

あ
お
ぼ
ー
し
は「
女
性
の
敵
は
許
し

ま
せ
ん
！
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
毎
年

６
月
に「
電
車
内
に
お
け
る
痴
漢
対
策

強
化
期
間
」を
定
め
、
鉄
道
事
業
者
等

と
協
力
し
て
駅
頭
に
お
け
る
広
報
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
鉄
道
警
察
隊
等
と
連
携
し
て

電
車
内
・
駅
構
内
等
に
お
け
る
痴
漢
・

盗
撮
な
ど
の
女
性
を
狙
っ
た
犯
罪
の
取

締
り
を
強
化
し
ま
す
。

女
性
の
皆
さ
ん
、
一
致
団
結
し
て
女

性
の
敵
か
ら
身
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

男
性
の
皆
さ
ん
、
痴
漢
被
害
な
ど
で

困
っ
て
い
る
女
性
が
い
た
ら
助
け
て
あ

げ
て
く
だ
さ
い
。

◆
女
性
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
！

自
分
の
身
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う

あ　
歩
き
ス
マ
ホ
は
や
め
ま
し
ょ
う

お　

大
声
を
出
し
ま
し
ょ
う
。
遅
く

な
っ
た
ら
迎
え
や
タ
ク
シ
ー
を
利
用

し
ま
し
ょ
う

ぼ　
防
犯
グ
ッ
ズ
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

ー　

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
で
は
周
囲
を
警
戒
し
ま
し
ょ
う

し　
下
着
は
室
内
に
干
し
ま
し
ょ
う

計画や条例など
案の名称 募集期間

意見
提出
者数

意見
提出
件数

担当課

第２期山武市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略
（原案）

令和２年１月９日
から令和２年２月
９日まで

0人 0件 企画政策課

第２期山武市子ども・子
育て支援事業計画（素案）

令和２年２月３日
から令和２年３月
３日まで

1人 1件 子育て支援課

請求
件数

開示請求の決定状況

開示 部分
開示 非開示 不存在 存否応答

拒否

情報公開 21 11 10 0 0 0

個人情報 18 15 0 0 3 0

パブリックコメント制度の運用状況
市では、パブリックコメント制度（意見公募制度）に

より、市で計画する重要施策の案を公表し、市民の皆
さんから意見や情報、専門的知識などを提供していた
だき、提出された意見などを考慮して意思決定を行っ
ています。
◆令和元年度実施状況
　対象施策等件数　２件
　意見提出者数　　１人
　意見提出件数　　１件

実施状況の内訳

情報公開制度および
個人情報保護制度の運用状況

市では開かれた市政の実現を目指して、市が保有
する公文書を請求に応じて公開しています。令和元
年度は、情報公開21件、個人情報18件の開示請求
がありました。
◆情報公開および個人情報保護に関する開示請求状況

T　総務課　☎0475（80）1112 T　総務課　☎0475（80）1112
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防災回覧板 ～災害に備えて～

風水害の際の避難行動の流れ

大規模災害の発生直後は、市の施設や職員、インフラ等にも被害が生じ行政機能が低下するため、災害対
応に限界が生じます。そのため、「自分の身は自分で守る（自助）」、「自分たちの住んでいる地域は自分たちで
守る（共助）」の意識をもって、日頃から災害に備えることが必要です。

昨今、風水害（台風や大雨等）による被害規模が大きくなってきています。大規模災害時には、自治会、地
区等でお互いに協力して避難することで、自身の安全確保、また近隣の方の命を救える可能性を高くすること
ができます。また、避難後に、地域主体で避難所運営を円滑に行うためにも大切なことです。今回は、地域で
避難するときの行動を一例としてご紹介します。地域で災害にどのように備えるのかを考えてみましょう。
①情報の収集
　大規模災害時は防災行政無線、巡回パトロールカー等を通して、避難に関する情報が伝えられます。
②情報の伝達
　�地域の代表の方は、各班長さんに避難が必要なことを伝えます。各班長さんは、あらかじめ指定して
おいた一時避難場所（公園等）に住民の方を集め、状況に応じて安否確認を行います。
③避難行動
　�避難所に向けて移動します。このとき、避難に支援が必要な人の手助けを行います。あらかじめ、避
難に支援が必要な人を確認（どのような人がどこに住んでいるか）しておくことも大切です。
④避難所到着
　�地域の代表の方は、避難所に到着したら、避難所や避難者の状況を確認します。また、避難所運営に
取り組みます。

T　消防防災課
　☎0475（80）1116

国や県、市から防災行政無線、ス
ピーカー放送、電話連絡などによ
り地域の代表の方や住民の方に避
難情報をお知らせします。

班長さんは一時避難所で避難
状況や安否確認等を行い避難
所へ避難します。

（＊地域で決めているとき）
（区長、自主防災組織等）

人員確認（点呼）
安否確認など

避難支援

避難誘導

地域の代表の方は
避難所で避難状況
を確認します。

代表の方は班長さんに
避難情報を伝えます。

（地域の助け合いを踏まえた避難行動の一例）

地域の代表の方 班長さん

○確認した後の行動
　安否がわからない人がいたら…
・ できる範囲で住宅まで確認し、住民で助けられる場合には

救助活動を行ってください。
・ レスキューが必要な場合には、消防署へ連絡しましょう。

けが人がいたら…
・できる範囲で応急手当てをし、救急車を呼びましょう。
　火事を発見したら…
・できる範囲で初期消火を行い、消防署に連絡しましょう。
　被害を見つけたら…
・停電、電線の断線、電線への倒木→東京電力パワーグリッド
・電話回線が切れたら→ＮＴＴ東日本
・道路が壊れて通れなくなっていたら→山武市、警察署等


